
平成２２年６月定例会条例案の概要

番号 条 例 名 主 な 内 容
４７ 武雄市職員の育

児休業等に関す
る条例及び武雄
市職員の勤務時
間、休暇等に関
する条例の一部
を改正する条例

❏ 地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部改正に伴う改正
＜第１条関係 武雄市職員の育児休業等に関する条例の一部改正＞
◆ 育児休業、育児短時間勤務、部分休業をすることができない職員の改正
◆「産後パパ育休（通称）」の新設
◆ 再度の育児休業、育児短時間勤務をすることができる特別の事情の改正
◆ 育児休業の取消事由の改正

＜第２条関係 武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正＞
◆ 早出遅出勤務等をすることができる職員の改正
◆ 超過勤務の制限の新設

《 施行日 平成２２年６月３０日 》

４８ 武雄市特別職の
職員の給与、旅
費及び費用弁償
に関する条例の
一部を改正する
条例

❏ お結び課長＜非常勤特別職＞の設置及び地域審議会の廃止に伴う改正
◆ お結び課長

報酬額 月額 基本額 ８２,２００円
加算額 結婚１件につき ３０,０００円

《 施行日 平成２２年９月１日 》

◆ 地域審議会の廃止に伴う地域審議会委員の削除
《 施行日 公布の日 》

４９ 武雄市職員の退
職手当に関する
条例の一部を改
正する条例

❏ 雇用保険法の一部改正に伴う改正
◆ 雇用保険法における特例一時金の支給対象者（短期雇用特例被保険者）の資格要

件の改正に伴う引用条文の改正

《 施行日 公布の日 》

５０ 武雄市税条例の
一部を改正する
条例

❏ 地方税法等の一部改正に伴う改正
◆ たばこ税の税率引上げに伴う改正【第９５条・附則第１６条の２】

（１，０００本につき）
区 分 現 行 改 正 案

市たばこ税 ３，２９８円 ４，６１８円
紙巻たばこ（３級品） １，５６４円 ２，１９０円
《 施行日 平成２２年１０月１日 》

◆ 扶養控除の見直しに伴う改正【第３６条の３の２・第３６条の３の３】
年少扶養控除廃止後における扶養情報の把握
給与所得者、公的年金等受給者に対する扶養親族に関する情報を記載した申
告書の提出の義務化
《 施行日 平成２３年１月１日 》

◆ 非課税口座内の少額上場株式等の配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設に
伴う改正 【附則第１９条の３】
非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の金額の所得計算の特例
（他の株式等に係る譲渡所得等の金額と区分しての計算）
《 施行日 平成２５年１月１日 》

◆ 地方税法・地方税法施行規則の改正に伴う引用条文の改正
【第１９条・第３１条・第４８条・第５０条】《 施行日 平成２２年１０月１日 》
【第５４条】 《 施行日 平成２３年１月１日 》

５１ 武雄市自転車駐
車場設置条例の
一部を改正する
条例

❏ 武雄北部土地区画整理事業の施行による自転車駐車場の廃止及び新設に伴う改正
＜廃止＞ 武雄温泉駅北口自転車駐車場
＜新設＞ 武雄温泉駅東高架下自転車駐車場

《 施行日 平成２２年７月１日 》


